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市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

　
　
　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

八
街
市
役
所
と
成
田
税
務
署
で

は
、
申
告
期
間
中
、
申
告
書
作
成

会
場
を
設
け
ま
す
の
で
、
期
限
内

に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

八
街
市
役
所
の
申
告
期
間
・
会
場

　

市
県
民
税
の
申
告
と
簡
易
な
確

定
申
告
は
、
市
役
所
で
受
け
付
け

ま
す
。

　

例
年
、
自
書
コ
ー
ナ
ー
で
職
員

と
一
緒
に
申
告
書
を
作
成
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
年
か
ら
は
申
告
書

を
作
成
す
る
う
え
で
分
か
ら
な
い

点
な
ど
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

申
告
期
間

　

２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
３
月
８
日
㈰
は
受
け
付
け
ま
す
。

開
場
時
間

　

午
前
８
時
30
分

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
４
時

（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

申
告
会
場

　

市
役
所
第
４
庁
舎

ご
注
意

※
雑
損
控
除
、
災
害
減
免
、
連
帯

債
務
の
あ
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
、

譲
渡
所
得
（
土
地
・
建
物
・
株
式

な
ど
）、　

青
色
申
告
、
贈
与
税
、

相
続
税
、
消
費
税
な
ど
の
相
談
は

で
き
ま
せ
ん
。
（
作
成
し
た
申
告

書
は
提
出
で
き
ま
す
）

※
混
雑
時
に
は
、
受
け
付
け
を
早

め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
他
の
所
得
が
20
万
円
以

下
の
方
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告

の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得

税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
が
還
付

と
な
る
方
は
、
確
定
申
告
を
す
る

と
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
市
県
民
税
の
計
算
で
医

療
費
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
な

ど
を
受
け
る
場
合
は
、
市
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
導

入
に
伴
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記

載
と
本
人
確
認
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
関
係
書
類
の
準
備
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

八
街
市
役
所
会
場
の
詳
細
は
、

広
報
や
ち
ま
た
２
月
１
日
号
に
掲

載
し
ま
す
。

問
課
税
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
６

成
田
税
務
署
の
申
告
期
間
・
会
場

　

令
和
元
年
分
の
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人

消
費
税
の
申
告
書
作
成
・
相
談
と

提
出
を
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
で
行

い
ま
す
。

申
告
期
間

　

２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

※
２
月
24
日
㈪
、
３
月
１
日
㈰
は

受
け
付
け
ま
す
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

申
告
会
場

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田

　
　
　

イ
オ
ン
ホ
ー
ル

※
午
前
９
時
〜
10
時
の
入
場
口
は
、

立
体
駐
車
場
３
階
連
絡
通
路
か
ら

入
る
２
階
Ｃ
入
口
の
み
と
な
り
ま
す
。

※
納
税
窓
口
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※
納
税
証
明
書
は
会
場
で
発
行
し

ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な
方
は
税
務

署
職
員
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
方
式
で
確
定
申
告
が
簡
単
に

　
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
際
に
、

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
す
る

こ
と
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ

タ
が
な
く
て
も
、
簡
単
に
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ホ
な
ど
で
確
定
申
告
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
税
務

署
で
職
員
と
対
面
に
よ
る
本
人
確

認
を
行
っ
た
後
に
発
行
し
ま
す
の

で
、
発
行
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
を
お
持
ち
の
う
え
、
最
寄
り
の

税
務
署
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
の

　
　
　

手
続
き
が
変
わ
り
ま
し
た

　

平
成
29
年
分
の
申
告
か
ら
、
医

療
費
の
領
収
書
の
代
わ
り
に
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
に
記
入
し

て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

平
成
29
年
分
〜
令
和
元
年
分
に
つ

い
て
は
、
領
収
書
の
添
付
ま
た
は

提
示
で
も
申
告
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
分
か
ら
は
、

領
収
書
を
添
付
・
提
示
で
は
確
定

申
告
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」
を
記
入
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
領
収
書
は
提
出
不
要
で
す
が
、

自
宅
で
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。　

※
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、

明
細
書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

　
　
　
　
　
　

記
載
が
必
要
で
す

　

平
成
28
年
分
以
降
、
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告

書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。  

本
人
確
認
す
る
際
に
必
要
な
書
類

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

　

番
号
カ
ー
ド
）
の
み

②
通
知
カ
ー
ド
（
番
号
確
認
書
類
）

　

＋
運
転
免
許
証
や
公
的
医
療
保

　

険
の
被
保
険
者
証
（
身
元
確
認

　

書
類
）

所
得
税
の
全
部
ま
た
は

　
　
　
　

一
部
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

災
害
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど

に
被
害
を
受
け
ら
れ
た
場
合
、
確

定
申
告
を
行
う
こ
と
で
所
得
税
法

上
の
雑
損
控
除
ま
た
は
災
害
減
免

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
一

定
の
要
件
の
も
と
、
所
得
税
の
全

部
ま
た
は
、
一
部
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
成
田
税
務
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
成
田
税
務
署

　

☎
０
４
７
６
‐
２
８
‐
５
１
５
１

八
街
市
教
育
施
設
長
寿
命
化
計
画
（
案
）
の
意
見
を
募
集

　

教
育
委
員
会
で
は
、
教
育
施
設

に
つ
い
て
総
合
的
な
観
点
で
と
ら

え
、
適
正
に
大
規
模
改
造
や
改
築

を
す
る
た
め
に
、
八
街
市
教
育
施

設
長
寿
命
化
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

　

本
計
画
（
案
）
に
対
し
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
ご
意
見
を

伺
う
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
ま
す
。

　

計
画
期
間
は
令
和
２
年
度
〜
41

年
度
の
40
年
間
と
し
、
計
画
期
間

の
う
ち
概
ね
５
年
ご
と
に
内
容
の

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

募
集
期
間

　

１
月
６
日
㈪
〜
２
月
５
日
㈬

縦
覧
場
所

・
教
育
総
務
課

（
祝
日
を
除
く
月
曜
〜
金
曜
日
）

・
市
役
所
ロ
ビ
ー

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
）

・
中
央
公
民
館
・
図
書
館

（
休
館
日
を
除
く
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
提
出
が
で
き
る
方

・
市
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
法

　

人
・
そ
の
他
の
団
体
が
あ
る
方

・
本
案
件
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

る
場
合
の
み
）、
住
所
、
電
話
番

号
を
市
指
定
の
書
面
に
記
入
し
、

教
育
総
務
課
へ
持
参
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で

提
出
す
る
か
、
縦
覧
場
所
に
設
置

す
る
意
見
投
函
箱
へ
投
函
。

提
出
先

　

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
３
‐
１
４
４
８

　
　

kyousou@city.yachimata.lg.jp

問
教
育
総
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
４
２

２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
を
実
施
し
ま
す

　

農
林
水
産
省
で
は
、
県
・
市
を

通
じ
て
、
２
０
２
０
年
農
林
業
セ

ン
サ
ス
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
農
家
や
林
家
、
会
社
や
集

落
営
農
な
ど
の
実
態
を
正
し
く
把

握
す
る
た
め
の
も
の
で
、
全
国
の

農
林
業
経
営
体
が
調
査
対
象
と
な

り
ま
す
。
調
査
員
は
、
写
真
入
り

の
「
調
査
員
証
」
を
必
ず
携
行
し

て
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
調
査
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
間　

１
月
〜
２
月

調
査
内
容　

経
営
の
状
態
、
世
帯

　

の
状
況
、
労
働
力
、
作
業
の
受

　

託
、
耕
地
、
農
業
生
産
の
概
況
、

　

農
産
物
の
販
売
な
ど

調
査
方
法　

調
査
員
が
調
査
票
の

　

配
布
と
回
収
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
回
答
も
で

　

き
ま
す
。

秘
密
の
保
護　

調
査
内
容
は
、
統

　

計
以
外
に
使
う
こ
と
を
法
律
で

　

禁
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査

　

員
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
調

　

査
で
知
り
得
た
情
報
が
他
人
に

　

漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
企
画
政
策
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
４

問

問

問
Eメール FAX

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
│
０
８
１
５


